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沿 革

• 狂犬病予防法（昭和25年法律第247号）に基づく

業務については，県内の各保健所に狂犬病予防員

（獣医師）を配置して執行していた。

• 動物の保護及び管理に関する法律
※

（昭和48年法

律第105号）が公布されたことに伴い，この法律に基

づく業務とこの法律と密接な関係にある狂犬病予防

法に基づく業務を一体的に遂行するため，昭和55

年4月に広島県動物愛護センター（三原市本郷町）

を設置した。

※※※※ 平成平成平成平成17年年年年にににに「「「「動物動物動物動物のののの愛護及愛護及愛護及愛護及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関するするするする法律法律法律法律」」」」にににに改称改称改称改称
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動物愛護センター配置図

動物愛護館動物愛護館動物愛護館動物愛護館

動物愛護広場動物愛護広場動物愛護広場動物愛護広場

事務棟事務棟事務棟事務棟・・・・収容施設収容施設収容施設収容施設

動物舎動物舎動物舎動物舎（（（（譲渡譲渡譲渡譲渡・・・・ふれあいふれあいふれあいふれあい用用用用
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組織体制

事務吏員事務吏員事務吏員事務吏員 技術吏員技術吏員技術吏員技術吏員

（（（（獣医師獣医師獣医師獣医師））））

非常勤職員非常勤職員非常勤職員非常勤職員 計計計計

動物愛護相談員動物愛護相談員動物愛護相談員動物愛護相談員

（（（（獣医師獣医師獣医師獣医師））））

動物愛護専門動物愛護専門動物愛護専門動物愛護専門

スタッフスタッフスタッフスタッフ

所所所所 長長長長 １１１１（（（（１１１１）））） １１１１（（（（１１１１））））

総務課総務課総務課総務課 ３３３３（（（（１１１１）））） ３３３３（（（（１１１１））））

指導課指導課指導課指導課 ６６６６（（（（４４４４）））） ３３３３ １２１２１２１２（（（（７７７７）））） ２１２１２１２１（（（（１１１１１１１１））））

合合合合 計計計計 ３３３３（（（（１１１１）））） ７７７７（（（（５５５５）））） ３３３３ １２１２１２１２（（（（７７７７）））） ２５２５２５２５（（（（１３１３１３１３））））

（平成26年4月1日現在） 単位：人

（ ）内は女性職員の数
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県内の動物愛護（管理）センターの管轄図

広島県動物愛護広島県動物愛護広島県動物愛護広島県動物愛護センターセンターセンターセンター

広島市動物管理広島市動物管理広島市動物管理広島市動物管理センターセンターセンターセンター

福山市動物愛護福山市動物愛護福山市動物愛護福山市動物愛護センターセンターセンターセンター

呉市動物愛護呉市動物愛護呉市動物愛護呉市動物愛護センターセンターセンターセンター
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業務の概要

動物愛護管理業務

【【【【愛護愛護愛護愛護】】】】

•動物愛護教室動物愛護教室動物愛護教室動物愛護教室

•犬犬犬犬・・・・猫猫猫猫のののの譲渡譲渡譲渡譲渡・・・・返還返還返還返還

•しつけ方教室

•犬・猫の飼育講習会

•負傷疾病動物等の収容 など

【【【【管理管理管理管理】】】】

•特定動物の飼養許可・指導

•動物取扱業動物取扱業動物取扱業動物取扱業のののの登録登録登録登録・・・・指導指導指導指導

•適正飼育相談適正飼育相談適正飼育相談適正飼育相談・・・・指導指導指導指導

•犬犬犬犬・・・・猫猫猫猫のののの引取引取引取引取りりりり

•人と動物の共通感染症等の調査研究

狂犬病予防業務

【【【【危機管理危機管理危機管理危機管理】】】】

•放浪犬等放浪犬等放浪犬等放浪犬等のののの保護保護保護保護

•狂犬病発生時の措置 など
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広島県動物愛護管理推進計画

• 平成18年に一部改正された動物愛護管理法に基づき策定（平成

20年3月）。平成24年9月の法の一部改正を受け，計画の見直しを

行った（平成26年3月）。

• 毎年，動物愛護管理推進協議会で，本計画の進捗状況の点検

を行うなどして，本県における動物愛護管理施策の方向性を協議

している。

見直見直見直見直しししし前前前前 見直見直見直見直しししし後後後後

計画期間 平成20～29年度（10年間） 平成26～35年度（10年間）

数値目標

平成29年度の犬猫の致死処分

数を，平成18年度の致死処分数

から50％減少（約6,500頭）

平成35年度の犬猫の致死処分数

を，平成18年度の致死処分数か

ら75％減少（約3,200頭）

※広島県動物愛護管理推進協議会構成員

関係自治体，獣医師会，動物愛護団体，動物取扱業者，

学識経験者，試験研究機関，地域住民の代表 7



動物愛護センター開所当時からの殺処分数の推移

（
頭
）

（年度）
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S55 H2 H12 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25県猫 6174 5588 5582 4634 4306 3882 3676 3227 3156 2865 2562 2374県犬 14953 10566 4872 2886 2691 2463 2453 2119 1802 1646 1616 1309県全体計 26540 21291 15924 12975 13117 11561 10866 9408 9128 8340 7226 5505
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平成25年6月24日（月）
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県内動物愛護（管理）センターの犬猫の収容状況

飼主不明犬飼主不明犬飼主不明犬飼主不明犬
2,568

30%飼主不明猫飼主不明猫飼主不明猫飼主不明猫
4,682

55%

飼犬飼犬飼犬飼犬
494 

6%

飼猫飼猫飼猫飼猫
712

9%

飼飼飼飼いいいい犬猫犬猫犬猫犬猫 ：：：： 飼主不明飼主不明飼主不明飼主不明

15％％％％ ：：：： 85％％％％

広島県全体 （平成２４年度）

飼主不明犬飼主不明犬飼主不明犬飼主不明犬
54,892

26%

飼主不明猫飼主不明猫飼主不明猫飼主不明猫
105,432

50%

飼犬飼犬飼犬飼犬
16,751 

8%
飼猫飼猫飼猫飼猫

32313

16%

飼飼飼飼いいいい犬猫犬猫犬猫犬猫 ：：：： 飼主不明飼主不明飼主不明飼主不明

24％％％％ ：：：： 76％％％％

全国の状況 （平成２４年度）
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犬猫の殺処分数削減に向けた取組み

広島県動物愛護管理推進協議会に作業部会を設置し，県獣

医師会，動物愛護団体と取組みを検討した（平成25年度）。

区分区分区分区分 取組取組取組取組

野良犬・野良猫対策

（重点課題）

・「野良犬・野良猫対策協議会の設置」

・「地域猫活動の推進」 など

飼い犬・飼い猫対策
・「所有者からの引取拒否規定の適正な運用」

など

譲渡の推進
・「団体譲渡の推進」 など

教育との連携
・「命を考える動物愛護教室の推進」 など
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殺処分数削減に向けての検討課題

• 定時定点方式による引取りのあり方

• 譲渡を推進するための具体策

• 効果的な広報活動 など
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